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新新型コロナウイルス感染症対応のために設置
された応急仮設建築物の存続期間の延長

令和３年７月１４日

まちなみ整備部建築指導課

八王子市
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応急仮設建築物等について

 建築基準法第８５条に掲げる応急仮設建築物等について
は、その建築工事を完了した後３ヶ月存続させることが
可能
第１項：非常災害区域等内において、国、地方公共団体、

日本赤十字社が災害救助のために建築するもの等
第２項：災害があった場合において、公益上必要な用途に

供する応急仮設建築物等

 ３ヶ月を超えて存続させようとする場合は、特定行政庁
の許可により２年以内の期間を限って存続期間の延長が
可能

2

建築工事完了から２年３ヶ月が最長存続可能期間
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 建築基準法第８７条の３に掲げる建築物に用途を変更す
る場合については、その用途の変更を完了した後３ヶ月
存続させることが可能
第１項：非常災害区域等内において、用途を変更して、国、

地方公共団体、日本赤十字社が災害救助のために
使用するもの

第２項：災害があった場合において、用途変更して公益的
建築物として使用するもの

 ３ヶ月を超えて存続させようとする場合は、特定行政庁
の許可により２年以内の期間を限って存続期間の延長が
可能

3

用途変更完了から２年３ヶ月が最長存続可能期間

建築物の用途を変更して一時的に使用する場合の存続期間
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提案内容

4

新型コロナウイルス感染症への対応のために設置される臨時の医療

施設などについて、建築工事等完了から２年３ヶ月の最長存続可能

期間を、東日本大震災や特定非常災害の例も踏まえ、特定行政庁が

安全性等の観点から支障がないと認める場合、１年ごとの延長を柔

軟に許可できるように制度の見直しを求める。
東日本大震災の特例
：応急仮設建築物（住宅除く）について、最長２年３か月となっている存続期間を、特定行政
庁が認める場合には、さらに１年ごとの延長が可能

特定非常災害の特例
：特定非常災害に係る応急仮設住宅について、最長２年３か月となっている存続期間を、
特定行政庁が認めるときは、さらに１年ごとの延長が可能

新型コロナの特例
：新型コロナウイルス感染症への対応のために設置される応急仮設建築物は、
最長２年３か月存続することが可能となっている。（期限の延長の特例はなし）
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事例（１）

応急仮設建築物等についての許可・申請・相談状況

※自治体の帰国者接触者外来の開設要請に応じて、医療機関等が自主的に建設している。
＊用途変更を除く
◎件数以外は、相談中も含めている

5

福島県 さいたま市 横浜市 八王子市

設置主体 病院 行政、病院等 行政、病院 行政、病院

設置理由 自主的
自治体の要請※

自主的
自主的

自治体の要請※
自主的

財源 補助等 補助等
（民間に関しては不明）

自費、補助等 自費、補助等

用途 病院、診療所 病院等、ワクチン接
種会場

病院、宿泊療養施設 病院、ワクチン接
種会場

構造 鉄骨造（プレハブ等）＊

設置場所 敷地内 敷地内等 敷地内、市施設跡地等

許可済
（許可期限）

33件
（R4年9月）

4件
（R4年11月～R5年2月）

14件
（R3年9月～R5年2月）

0件

申請中 0件 1件 0件 1件

相談中 0件 3件 0件 2件
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事例（２）

応急仮設建築物等は、法第８５条第２項に該当。
ただし、横浜市の許可件数のうち１件は、法第８
７条の３第２項に該当。これは、旧市民病院を宿
泊療養施設に用途変更するもの。

最近の傾向である相談中の案件（八王子市、さい
たま市）は、主に行政によるワクチン接種会場で
あり、法８５条の応急仮設建築物等に該当。

（参考）
 許可期限で最短R3年9月とあるのは、短期間の許可申請を
行ったものである。

 また、敷地の使用期限が許可期限となっている例もある。
6
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支障と制度改正による効果

新型コロナウイルス感染症の状況に柔軟に対応できるよう、
特定行政庁の裁量を拡大し、１年ごとの延長を柔軟に許可
できるようにする。

地域の実情に合わせた医療体制等の確保が可能となる。
7

〇 医療機関などにとっては、いつまで建築物が利用できるかわからない状態
では、変化する状況に対応した病院事業運営の計画が立てられない。
〇 ２年３か月後にコロナウイルス感染が収束してない状況で存続期間が延長で
きていないと、再度、仮設建築物を建築するか、若しくは新築で診察施設を設置
することとなる。
特に新築する場合にあっては、都市計画法や建築基準法の各種手続のため
に相当期間の準備が必要であり、早期に設計に着手する必要がある。
よって、応急仮設建築物の存続の再延長を可能とするかについて、現段階で
準備しておくことがリスクマネジメントの観点から必要。
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【参考条文】建築基準法第８５条第１項～第４項

(仮設建築物に対する制限の緩和)
第八十五条 非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに
隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)内にお
いては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築
物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法
令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
一 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
二 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの

２ 災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供
する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これ
らに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、
第十五条、第十八条(第二十五項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六
条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一
条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限
る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、
防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二
条の規定の適用があるものとする。

３ 前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建築物を
存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなけ
ればならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申
請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続させるこ
とができる。

４ 特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。

8
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【参考条文】建築基準法第８７条の３第１項～第４項

(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)
第八十七条の三 非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して
災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十字
社が災害救助のために使用するものをいう。第三項及び第百一条第一項第十六号において同じ。)
として使用するとき(その災害が発生した日から一月以内に当該用途の変更に着手するときに限
る。)における当該災害救助用建築物については、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、
非常災害区域等のうち防火地域内にある建築物については、この限りでない。

２ 災害があつた場合において、建築物の用途を変更して公益的建築物(学校、集会場その他これら
に類する公益上必要な用途に供する建築物をいう。次項及び第百一条第一項第十六号において同
じ。)として使用するときにおける当該公益的建築物については、第十二条第一項から第四項まで、
第二十一条、第二十二条、第二十六条、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条
(第二十一条、第二十六条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十九条、
第四十条、第三章並びに第八十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
３ 建築物の用途を変更して第一項の災害救助用建築物又は前項の公益的建築物とした者は、その用
途の変更を完了した後三月を超えて当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公益的建築物とし
て使用しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなけ
ればならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申
請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、当該建築物を引き続き災害救助
用建築物又は公益的建築物として使用することができる。

４ 特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。

9
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【参考条文】特定非常災害法第８条

(建築基準法による応急仮設住宅の存続期間等の特例に関する措置)
第八条 建築基準法第二条第三十五号の特定行政庁は、同法第八十五条第一項若しくは第八十七条の
三第一項の非常災害又は同法第八十五条第二項若しくは第八十七条の三第二項の災害が特定非常災
害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同法第八
十五条第四項又は第八十七条の三第四項に規定する期間を超えて、当該被災者の居住の用に供され
ている応急仮設建築物である住宅を存続させ、又はその用途を変更して当該被災者の居住の用に供
する住宅とした建築物を引き続き当該被災者の居住の用に供する住宅として使用する必要があり、
かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、更に一
年を超えない範囲内においてこれらの規定による許可の期間を延長することができる。当該延長に
係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

10
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【参考条文】東日本大震災復興特別区域法第１７条

(建築基準法の特例)
第十七条 特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、応急仮設建築
物活用事業(復興推進計画の区域内の区域であって、東日本大震災からの復興の状況からみて地域
住民の生活に必要な建築物で当該震災により被害を受けたものの再建に相当の期間を要すると見込
まれる区域において、建築基準法第八十五条第四項に規定する期間を超えて、当該建築物に替えて
必要な同条第二項の応急仮設建築物(住宅を除く。以下この条において単に「応急仮設建築物」と
いう。)を存続させ、復興の推進に当たって活用する事業をいう。以下この条及び別表の四の項に
おいて同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けた
ときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の当該応急仮設建築物活用事業に係る応
急仮設建築物について、同法第二条第三十五号の特定行政庁は、安全上、防火上及び衛生上支障が
ないと認める場合には、同法第八十五条第四項の規定にかかわらず、次項の期間内において、更に
一年を超えない範囲内において同条第四項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る
期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
２ 前項の復興推進計画には、第四条第二項第七号に掲げる事項として、当該応急仮設建築物活用事
業に係る応急仮設建築物の所在地及び用途並びに当該応急仮設建築物ごとの当該応急仮設建築物活
用事業の期間を定めるものとする。
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【参考条文】新型インフルエンザ等対策特別措置法第３１条の２

(臨時の医療施設等)
第三十一条の二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供
に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供
を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下こ
の条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
２ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務
の一部を市町村長が行うこととすることができる。
３ （略）
４ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項及び第四項並びに景観法(平成十六
年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び
臨時の医療施設の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文、第三項及び第四項の規定は都道府県
知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の医療施設について、そ
れぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第一項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「非
常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七
条の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県の区域」と、同項及び同法第八十七条の三第一項中「そ
の災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止
されるまでの間」と、同項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五
条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「非常災害区域等」とあるのは「都道
府県の区域」と、景観法第七十七条第一項中「非常災害があった」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特
別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「その発生した区域又
はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「都道府県の区域」と、「その災害が発生し
た日から一月以内」とある「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と
読み替えるものとする。
５～７ （略）
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